
別　表

［直接研究経費］

報告書作成費

［間　接　経　費］

事　務　費

管　理　費

［消　費　税　額］　

消費税及び地方消費税額

受託研究費算出基準（調査）

(１)使用成績調査・特定使用成績調査
「報告書作成経費」として１症例１報告書当たり、次に掲げる費用を
加算して算出する。
　　　　［使用成績調査　　：20,000円］
　　　　［特定使用成績調査：30,000円］

(２)副作用・感染症報告
「報告書作成経費」として１症例１報告書当たり、次に掲げる費用を
加算して算出する。
　　　　［副作用・感染症報告書：20,000円］

全額前納とし終了時清算とする。

　消費税及び地方消費税の額は、直接研究費及び間接経費の合計額に
消費税率を乗じた額とすること。消費税は業務発生日の税率を適用す
る。

　管理費は、機器損料、建物使用料、及び事務費に該当しない調査関
連経費とし、直接研究費と事務費の合算額30％を計上すること。

全額前納とし、返金はなしとする。

　事務費は、光熱水費、消耗品費、及び治験審査委員会等の事務処理
に必要な経費等とし、直接研究費の10％を計上すること。

全額前納とし、返金はなしとする。

※上記算出基準を基に算出することを基本とするが、調査の内容、調査依頼者からの要望等を鑑み、
　必要に応じて調査開始前に院内治験事務局と相談できるものとする。


